
提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

１

福井市、群馬
県、福島県、
新潟県、兵庫
県、滋賀県、
関西広域連合
(厚生労働省)

旅館業に関する規制緩
和
（旅館業法）
【法律改正等】

移住希望者が空き家へ体験滞在す
る際には、旅館業法の適用の対象外
とする。

○ 当該事業が「不特定多数の者が反復
継続して人を宿泊させるもの」である
か確認が必要である。

○ 地方からの提案で明らかなように、
旅館業として法が想定していた業種形
態自体が時代の変化に対応できなく
なっているのではないか。まずは、規
制改革実施計画（平成27年６月30日閣
議決定）による規制緩和、それに係る
基準設定との整合性を図ることを1つ
の契機として、全般的な検討を求めた
い。（※）

○ 「宿泊料を受けて、不特定多数の者
が反復継続して、人を宿泊させる」営
業については旅館業に該当するとのこ
とであるが、判断基準が不明確である。
このため、提案団体が実施しようとし
ている事業について、具体的にどのよ
うな形態であれば旅館業法の適用から
外れるか、当該事業の公共性が高いこ
とを踏まえた上で、除外の要件を明確
化する形で示すべきではないか。

都市農村交流等を目的とした農家
宿泊体験については、旅館業法の適
用の対象外とする。

○ 宿泊料を受けて事業を実施する以上、
旅館業法に基づく営業許可が必要であ
る。

農林漁業者が農林漁業体験民宿業
を行う場合における客室面積要件の
特例を、農林漁業者以外の者につい
ても認める。

○ 規制改革実施計画（平成27年６月30
日閣議決定）※による検討の中で、本
提案についても併せて検討する。

※農林漁業者以外でも自宅の一部
を活用して宿泊サービスを提供
する場合には、簡易宿所の客室
延面積33㎡以上の条件を適用除
外とするよう検討し、必要な措
置を行う。（平成27年度検討・
結論・措置）

○ （※）に同じ。
○ 規制改革実施計画では「農林漁業者
以外が自宅の一部を活用して宿泊サー
ビスを提供する場合」について検討す
ることとされているが、規制改革とは
別に地方創生や地域振興の観点から、
自宅ではなく空き家を利用する場合に
ついても検討し結論を得るべきではな
いか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

① 地方創生に資するもの
（１）地方へのひとの流れの創出（地方移住・地方大学の活性化）
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資料１



提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

２
福井市
（厚生労働省、
国土交通省）

サービス付き高齢者向
け住宅に係る計画策定
権限等の市町村への移
譲
（高齢者の居住の安定確
保に関する法律）
【法律改正】

市町村の判断で登録基準の強化・
緩和が可能となるよう、都道府県が
有する高齢者居住安定確保計画の策
定権限について、希望する市町村へ
移譲し、同計画を定めた市町村に対
し、住宅事業の登録・監督等の事務
についても移譲する。

○ 市町村独自の登録基準の強化・緩和
は、都道府県と市町村の協議を通じて、
都道府県計画に、市町村計画への委任
規定を位置づけることにより実現可能。

○ また、多くの都道府県で、市町村と
協議の上、都道府県計画において登録
基準の強化・緩和が行われている。

○ 国としてもコンパクトシティ化を推
進する中で、市町村のまちづくりの方
針に沿って、サービス付き高齢者向け
住宅について市町村が立地をマネジメ
ントできるようにすべきではないか。

○ 国としても市町村が任意に高齢者居
住安定確保計画を策定することを推奨
しているところ。加えて、都道府県が
策定する高齢者居住安定確保計画によ
る委任を受け、市町村も登録基準の強
化・緩和を行っているという実態を認
めるのであれば、市町村が主体的にま
ちづくりを行えるようにする観点から、
法令上、希望する市町村に計画策定権
限を移譲するべきではないか。

○ 計画策定に際して、都道府県との協
議を求めることとすれば、都道府県の
施策の方向性と齟齬を生じるといった
懸念は解消されるのではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

３

茨城県、和歌山
県、鳥取県、関
西広域連合、福
島県、栃木県、
群馬県、新潟県、
兵庫県
(厚生労働省)

介護保険制度における
住所地特例の適用対象
の拡大
（介護保険法）
【法律改正】

介護保険施設に入所するために他の
市町村から転居してきた高齢者につ
いて転居前の市町村が保険給付等を
行う、「住所地特例制度」の適用対
象を拡大する。

○ 一般住宅等へ移住した場合について
は、移住先自治体の保険財政を安定さ
せるため、特に年齢が高い高齢者が多
い自治体に今よりもきめ細かく国の財
源を配分できるよう、国庫負担金のう
ちの調整交付金の配分方法を見直すこ
とが考えられる。

○ 障害者支援施設等の介護保険適用除
外施設から介護保険施設へ移住した場
合については、今後予定している適用
除外施設の入退所者に係る実態調査の
結果を踏まえて、見直しが可能か否か
も含めて検討する。

＜一般住宅等へ移住した場合＞
○ 調整交付金の仕組みや介護保険財政
に与える影響等がどのようなものなの
か具体的なデータに基づいて示した上
で、日本版ＣＣＲＣ構想が進み、大規
模な移住が進んだ場合でも持続可能と
なる費用負担の調整の仕組みの在り方
等について引き続き検討していただき
たい。

○ 政府の方針として、三大都市圏から
地方への移住を推進しており、このた
めの積極的な調整の仕組みとして、適
用対象となる移動を明確にした上で、
住所地特例制度を活用することはでき
ないか。

＜適用除外施設から介護保険施設へ移住
した場合＞
○ 適用除外施設退所者の介護保険施設
入所に係る住所地特例の適用について、
厚生労働省が実施を予定している入退
所者の状況等を含めた実態調査を速や
かに実施していただきたい。

○ 実態調査の結果を踏まえるとともに、
提案団体からは具体的な支障事例が明
らかになっていることから、住所地特
例を適用することに具体的な支障がな
いのであれば、必要な措置を講ずべき
ではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

４

兵庫県、新潟県、
滋賀県、京都府、
鳥取県、徳島県、
関西広域連合
（総務省、文部
科学省）

公立大学法人に関する
規制緩和
（地方独立行政法人法、
学校教育法）
【法律改正】

ア 公立大学法人が附属学校を設置
できるようにする。

イ 公立大学法人が金融機関などか
ら長期借入できるようにする。

ア 公立大学法人の管理下に附属学校を
置く意義、教育委員会制度との整合性
の確保、教員の人事上の取扱い等の課
題について、提案団体で整理いただい
た上で、必要な対応を行う。

イ 「地方独立行政法人制度の改革に関
する研究会」の検討結果を踏まえ、地
方独立行政法人制度改革の中で、必要
な措置を講じる。

ア 本提案については構造改革特区で既
に３回提案がなされており、論点も明
確で、支障も明らかになっている。こ
れまでも十分に検討の時間があったこ
とから、これまでの検討状況を自治体
に説明するとともに、年末の閣議決定
に間に合うよう、第２次ヒアリングま
でに所要の検討を行うべきではないか。

イ 総務省が平成27年４月から開催して
いる「地方独立行政法人制度の改革に
関する研究会」において、現在、長期
借入が可能な国立大学法人と同様の範
囲で公立大学法人でも長期借入を可能
とする方向で検討がなされているとの
ことであるため、年末の閣議決定に間
に合うよう、結論を得るべきではない
か。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

５

指定都市市長
会
(内閣府、文部
科学省、厚生
労働省)

幼保連携型認定こども
園以外の認定こども園
に係る認定権限の指定
都市への移譲
(就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合
的な提供の推進に関す
る法律)【法律改正】

幼保連携型認定こども園以外の認
定こども園の認定及び認定申請の受
理等の権限を現行の都道府県から指
定都市へ移譲する。

○ 「事務・権限の移譲等に関する見直
し方針について」（平成25年12月20日
閣議決定）において、事務処理特例に
基づく指定都市における認定状況、子
ども・子育て支援新制度の施行状況等
を踏まえつつ、指定都市に移譲する方
向で検討を進める、とされている。

○ 新制度は本年４月に施行されたとこ
ろであり、今後の施行状況等を踏まえ
ながら引き続き検討する。

○ 提案団体が示している具体的な支障
事例の内容や、事務処理特例による移
譲と法律による権限移譲では意味合い
が異なるという点については、ヒアリ
ンリングを通じて認識を共有すること
ができている。指定都市による計画
的・機動的な子育て環境整備を促進す
る観点で、できる限り早期に一律移譲
を実現すべきではないか。

○ 提案団体は現実的な支障を示した上
で移譲の必要性を主張していることか
ら、仮に現時点で移譲が困難である場
合、貴府省としてより具体的な理由を
提示すべきではないか。

○ 事務処理特例による移譲に係る協議
を行っていない個別の指定都市及び道
府県、幼稚園関連団体等の状況を確認
した上で検討されるとのことだが、本
提案は指定都市の総意として提出され
ていることや、全国知事会からの意見
では、「指定都市へ権限移譲すべきで
ある」との見解が示されていることを
踏まえ、実現に向けて検討すべきでは
ないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

（２）子育て支援
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

６

鳥取県、中国
地方知事会、
関西広域連合、
日本創生のた
めの将来世代
応援知事同盟、
滋賀県、大阪
府、兵庫県、
和歌山県、徳
島県、堺市
(内閣府、厚生
労働省)

病児保育事業に係る看
護師等配置要件の緩和
（子ども・子育て支援
法）【要綱改正】

ア 看護師の常時配置義務を緩和し、
病院内に設ける場合や病院に近接
し迅速な対応が可能である場合は、
看護師が常駐していなくても良い
こととする。

イ 看護師や保育士について、常勤
ではなく、利用児童がいる日に限
り、従事することを可能とする。

○ 利用児童が発生した場合に近接病院
等から保育士及び看護師等がすぐに駆
けつけられるなどの迅速な対応が可能
であれば、保育士及び看護師等の常駐
は要件としていない。

○ 現行制度の下で、提案の内容は実施
可能であることが実施要綱からは読み
取りづらく、また、どこまでが可能な
のかについても不明確である。事業者
等にとっても分かりやすくするという
観点から、実施要綱へ明記するなど、
対象範囲の明確化を行うべきではない
か。

○ 病児保育事業については、地域の状
況により様々な実施形態があるため弾
力的な対応を行うべきものとの考えが
示されたが、今後検討される通知等に
おいては、その旨を明確に記した表現
振りを検討すべきではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

７
瑞穂市
(厚生労働省)

朝・夕の時間帯におけ
る保育士配置定数の緩
和
（児童福祉法）
【省令改正】

26年度の提案に対する対応として、
当該保育所において保育する児童が
少数である時間帯に、保育士１人に
限り、保育士以外の経験者等を配置
することが特例で認められたが、特
例が認められる状況が限定的であり、
より柔軟化・明確化する。

○ 提案については、「日本再興戦略改
訂2015」（平成27年６月30日閣議決
定）において「実施状況等を踏まえて
検証の上、来年度以降の在り方につい
て本年度中に検討し、結論を得る」と
されていることを踏まえて検証する。

○ 提案の背景となっている朝・夕の保
育士不足等の実情を把握の上、例えば、
小規模保育事業Ｂ型の類似型として保
育士の２分の１を保育士有資格者以外
の経験者等で代替可能とするなどの制
度設計も含めて、要件緩和について検
討すべきではないか。

○ 上記の検討の際は、日中と朝・夕の
時間帯で保育の性質が異なり、それに
伴い保育士が担う役割が時間帯におい
て異なるという点も考慮に入れるべき
である。現に、朝・夕の時間帯は直接
児童に関わること以外の施設管理作業
（施設の開錠・施錠、施設内掃除等）
や、設備準備・片付け作業（洗濯、お
やつやお茶の準備、玩具消毒等）等も
多く、これらを有資格者以外の者に委
ね、保育士には児童に直接関わる業務
を重点的に担わすことで、保育の質を
維持しながら、保育士不足の状況に柔
軟に対応できるのではないか。

○ 以上を踏まえ、本年度特例的に実施
している取扱いについて、「日本再興
戦略改訂2015」（平成27年６月30日閣
議決定）に沿って検証し、提案に関す
る対応方針については年末までに閣議
決定を行うとされていることを念頭に、
恒久化や措置内容の明確化等の結論を
出すべきではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

８
全国町村会、
栃木県
(経済産業省)

緑地面積率条例制定権
限の町村への移譲
（工場立地法）
【法律改正】

現在、市まで移譲されている工場
の緑地面積率等に係る地域準則につ
いての条例制定権限を、独自の判断
で工場の緑地面積率を緩和できるよ
う、町村に移譲する。

※ 全国町村会において、一律移
譲を求める旨意思決定済

○ 提案の実現に向けて必要な対応を検
討する。

○ 年末の閣議決定及びその後の法改正
のスケジュールに間に合うよう、工場
立地法検討小委員会での議論等、法改
正に当たって必要な手続を速やかに開
始していただきたい。

○ 上記手続の進捗状況等について、適
宜、事務局に情報提供いただきたい。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

（３）地域経済振興
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

９
松山市
(経済産業省)

中心市街地活性化法に
おける大規模小売店舗
の立地に係る特例区域
指定権限等の中核市へ
の移譲
（中心市街地の活性化
に関する法律、大規模
小売店舗立地法）
【法律改正】

大規模小売店舗立地法の規制が緩
和される特例区域の指定について、
中心市街地再開発促進のため、現在、
都道府県・政令指定都市のみが持っ
ている権限を、中核市に移譲する。

○ 中心市街地活性化法に定める特例区
域設定権限については、大規模小売店
舗立地法と同様、立地市町村のみなら
ず近隣市町村へ影響を及ぼすことが想
定されるため、運用主体を都道府県及
び政令指定都市としているところ。

○ 事務処理特例により市町村への移譲
が可能であり、このことについてブ
ロック会議等の場を通じて周知する。

○ 法律による移譲は、事務処理特例制
度とは財政措置、条例制定権限の移譲
の可否などの点で異なるため、法律に
よる移譲を検討いただきたい。

○ 中心市街地活性化法に規定する特例
区域の指定権限について、大規模小売
店舗立地法の事務・権限と分離して移
譲することに具体的な支障がないので
あれば移譲すべきではないか。

○ 「広汎な地域を鳥瞰し、場合によっ
ては複数の事例と比較しながら、影響
の評価、対処方針の検討等を客観的に
行い得る主体」として都道府県・指定
都市が権限主体とされているが、中核
市には指定都市より広汎な面積を有す
る市も多数あり、中核市においても広
汎な地域を鳥瞰し対応することが可能
であると考えるため権限移譲すべきと
考えるが、この場合具体的な支障はあ
るのか。

○ 近隣市町村との調整については、現
在事務を実施している指定都市におい
て、立地店舗が市境から一定距離以内
の場合に情報提供して対応している例
もあり、中核市でも同様の運用をする
ことで対応可能なため、中核市まで権
限移譲すべきではないか。

○ 現在、両法の事務・権限について、
移譲希望を内閣府と経済産業省とが共
同で調査しているが、その結果を踏ま
え、中核市への一律移譲を検討いただ
きたい。

その際、提案団体が特に望んでいる
中心市街地活性化法上の指定権限の移
譲について前向きに検討いただきたい。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

9



提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

10
奈良県、富山
県
(厚生労働省)

医薬品製造販売の地方
承認権限の範囲拡大
（医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する
法律）
【告示改正】

地方委任から除外されている漢方
製剤等について、製造販売の承認権
限を国から都道府県に移譲する。

○ 一般用漢方処方製剤のうち、日本薬
局方において品質を担保するための規
格が設定されているものについては、
平成28年度中を目途に告示改正を行う
予定である。

○ 平成28年度中を目途に告示改正を行
う予定とのことだが、平成27年度中の
告示改正を目指すなど、なるべく早く
承認審査が迅速化するよう検討し、所
要の措置について時期の目途を示すべ
きではないか。

○ 生薬単味製剤、生薬製剤についても、
日本薬局方に収載されているものにつ
いては、地方承認権限の拡大に係る検
討対象であるとの認識が共有できたと
ころであり、これらについても作業ス
ケジュールを示すべきではないか。

11
長野県
(農林水産省)

農業振興地域に係る見
直し（山林・原野化し
た耕作放棄地の除外を
軽微な変更に追加）
（農業振興地域の整備
に関する法律）
【政令改正】

山林・原野化したため、市町村農
業委員会が農地に該当しないと認め
た土地について、軽微な変更として
農振除外を行うことを可能とし、農
用地区域に係る除外の手続を簡素化
する。

○ 農振法上の「経済事情の変動その他
情勢の推移」に該当する場合、基礎調
査を経ることなく農振除外が可能であ
り、その旨を周知する方向で検討。

○ ①地域の農業振興の基本的な方策に
関わり、農業者等の住民から意見を求
める必要があること、②除外後の利用
により影響を受ける可能性のある者等
に、異議申出を行う機会を付与する必
要があること、③都道府県の農業振興
施策との整合を図るため、都道府県と
の同意協議が必要であること、により
軽微な変更とすることはできない。

○ 山林化した土地の農用地区域からの
除外に関し、以下について現行の農林
水産省のガイドラインにおいて明確化
すべきではないか。
・ 山林化した農地については、農
業振興地域の整備に関する法律第
13条第１項に規定する「経済事情
の変動その他情勢の推移」に該当
するものとして除外できること

・ 「経済事情の変動その他情勢の
推移」に該当する場合には、基礎
調査を経る必要がないこと

・ 「経済事情の変動その他情勢の
推移」に該当する場合には、市町
村農業委員会が毎年行っている農
地利用状況調査の活用が可能であ
ること

○ 農用地区域内の山林でも、山林とし
て間伐等の管理を行うことができ、か
つ補助対象となることを明確化するべ
きではないか。

○ 農業委員会が農地利用状況調査で非
農地判断を行っているなど、誰もが山
林化した土地と認識しているような場
合には、市民や周辺の農業者から異議
申立て等がなされる可能性は考えにく
く、軽微な変更として取り扱っても問
題は生じないのではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

10



提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

12
岐阜県
(国土交通省)

都市公園における運動
施設の敷地面積に係る
条例委任
（都市公園法）
【政令改正】

都市公園に設ける運動施設の敷地
面積の総計は、当該都市公園の敷地
面積の50％を超えてはならないと定
められているが、当該基準を参酌基
準とする。

○ 都市公園設置の基本的目的から、都
市公園内には一般の人が自由に休息、
散歩等の利用ができるオープンスペー
スを確保する必要があること等から、
運動施設の敷地面積の総計は、当該都
市公園の敷地面積の百分の五十を超え
てはならないとしている。

○ 都市公園を廃止し、その上で運動施
設を設置することも考えられる。

○ 運動施設の敷地面積割合がわずかに
100分の50を超えるだけで、都市公園
を廃止し、別の施設に転換することは、
地方公共団体が取り得る選択肢として
想定し難く、また、施設の財政上の取
り扱いも異なることとなることから、
困難ではないか。

○ 都市公園のオープンスペースとして
の機能を維持することは重要であるが、
運動施設の敷地面積割合がわずかに
100分の50を超えるだけで直ちにその
機能を失うこととなるのか。緑地面積
について、面積割合と絶対値等とを掛
け合わせたものとする等、地域の実情
に応じ、都市公園に求められる機能の
多様化に対応できるようにするため、
基準について弾力性を持たせる方向で
検討すべきではないか。

○ 近年、都市公園には防災拠点として
の役割も求められている。災害時には
運動施設でも避難者を受け入れる等の
協定を事前に結んでいた場合等には、
運動施設も含めてオープンスペースと
してとらえても問題ないのではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

11



提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

13
埼玉県
(国土交通省)

公営住宅建替事業にお
ける現地建替要件の緩
和
（公営住宅法）
【法律改正】

公営住宅の法定建替事業（居住者
に対する明渡請求権が認められる）
において必要とされている「現地建
替要件」を緩和し、現地以外での建
替えも対象とする。

○ 仮に非現地建替えを認めた場合、責
めに帰せられるべき事由のない居住者
が、行政の一方的な判断のみで非自発
的に移転を求められる結果となり、居
住者の権利を著しく侵害することとな
るため、現地要件を撤廃することは不
適当。

○ 現在、立法時には想定されていな
かった人口減少社会が到来し、公営住
宅の建替・集約化の必要性が公共の観
点から高まってきている。

さらに、公営住宅は、低額所得者に
対して低廉な家賃で住宅を提供すると
いう公共目的を有するものであり、民
間住宅とは異なる性格を有している。

以上を踏まえると、非現地建替えに
おける明渡請求の可否については、民
間住宅と同列に考えるのではなく、公
営住宅の性格、建替え・集約化の公共
的な必要性等を踏まえ、公共政策的な
観点から、別の判断が可能なのではな
いか。

14
宇都宮市
(厚生労働省)

小規模な給水区域及び
給水人口変更に係る水
道事業の変更届出の簡
素化
（水道法）
【省令改正等】

水道事業の変更の届出に係る「給
水人口及び給水量の算出根拠」につ
いて、小規模な給水区域の変更の場
合には提出書類の省略や手続の簡素
化を検討する。

○ 現在小規模な給水区域であっても
今後給水需要が増加すること等も想定
されるため、原則として将来の水需要
予測を実施する必要があり、区域の大
小のみにより水需要予測を不要とする
ことは妥当ではない。

○ ごく小規模な事業変更の場合は、以
下のような視点で水需要予測の実施を
不要とすべきではないか。
・ 水需要予測は、実際に需要の変
化があった段階で実施すれば足り
ると考えられる。他方で、ごく小
規模な変更のタイミングで改めて
水需要予測の実施を求めるという
のは、水道事業者に対する過大な
要求ではないか。

・ 小規模な事業変更の手続につい
ては、認可から届出に緩和されて
いるにもかかわらず、認可の場合
と同様の水需要予測を行わなけれ
ばならず、緩和になっていないの
ではないか。

・ 水需要予測の実施に係る負担が
重いことが、かえって必要不可欠
な小規模な事業変更を妨げている
のではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

（４）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

12



提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

15

関西広域連合、
広島県、栃木
県
(国土交通省)

土地利用基本計画に係
る国への事前協議の廃
止等
（国土利用計画法）
【法律改正】

国土利用計画法に基づき都道府県
が策定することとなっている土地利
用基本計画について、国への事前協
議を廃止し、報告・意見聴取に変更
する。

○ 土地利用基本計画に関する都道府県
を対象にしたヒアリング及びアンケー
ト結果に基づき、都道府県の土地利用
担当部局等をメンバーとして本年秋に
立ち上げる予定の検討会において検討
したい。

○ 検討会において一定の方向性が得ら
れれば、全都道府県及び関係府省庁の
意向を確認した上で、国土利用計画法
の改正の要否について検討したい。

◯ 事前協議の廃止等について、追加ヒ
アリングを行った上で、都道府県に対
するアンケートを行う予定と認識して
いるが、第２次ヒアリングの場で結果
をお示しいただきたい。

◯ 土地利用基本計画そもそもの議論と
は切り離せることが分かった段階で、
事前協議の廃止等について結論を出し
たいとのことだったが、第２次ヒアリ
ングまでには、切り離して検討を進め
ることができるかどうかについて判断
を行うべきではないか。

16
九州地方知事
会
(厚生労働省)

地方社会福祉審議会の
見直し
（社会福祉法）
【法律改正】

都道府県に設置されている地方社
会福祉審議会において、精神障害者
福祉に関する事項も審議できるよう
にする。

○ 御提案の内容を踏まえ、検討する。

◯ 地方社会福祉審議会においても、精神障
害者福祉について調査審議できるように検
討を進めていると認識しているが、年末の
閣議決定に間に合うよう、結論を得るべき
ではないか。

◯ 精神障害者福祉に関して、どのような組
織形態で調査審議を行うかについては、個
別の地方自治体の事情に対応できるように
柔軟な組織設計とすべきではないか（地方
精神保健福祉審議会で調査審議することも
可能にすべきではないか）。

○ 地方分権推進委員会第２次勧告（平成９
年７月８日）を受けて「社会福祉に関する
審議会その他の合議制の機関」と改正し、
必置規制を弾力化して統合を可能とした一
方、審議対象外の児童福祉に関する事項を
審議対象とするか否かを条例に委任し審議
対象とする場合は児童福祉審議会の必置規
制を解除する規定が存続している。しかし
ながら、このような規定がなくとも必置規
制を弾力化した審議会の統合は自治体の判
断で可能であり、また、具体的規定がない
と統合できないとの誤解を招くおそれがあ
ることから削除すべきではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

② これまでの地方分権改革の取組を加速・強化するもの
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

17

九州地方知事
会、指定都市
市長会、神戸
市
(厚生労働省)

診療所に係る病床設置
許可の指定都市への移
譲
（医療法）
【政令改正】

都道府県が行うこととされている
診療所への病床の設置許可及び病床
数、病床種別等の変更許可の権限を
指定都市に移譲する。

※ 第４次一括法において、病院
の開設許可は指定都市に移譲済
み。

○ 地方分権の視点だけではなく、有床
診療所が地域で担っている医療機能を
踏まえ、医療計画との整合性をとるた
めにはどのような仕組みがよいのかと
いう視点も含めて今後検討する。

○ 年末の閣議決定を念頭において、指
定都市の市長に権限を移譲する方向で
引き続き検討を進めていただきたい。

18
さいたま市
(厚生労働省)

介護支援専門員業務に
係る監督事務の指定都
市・中核市への移譲
（地方自治法施行令）
【政令改正】

現在都道府県で行っている介護支
援専門員（ケアマネジャー）に対す
る監督事務を、指定都市及び中核市
に移譲する。

○ 指定都市・中核市の市長が、監督事
務として介護支援専門員に対して業務
禁止等を行った場合、都道府県知事が
登録管理する介護支援専門員の活動状
況を網羅的に把握できなくなるおそれ
があり、登録業務の遂行に支障が生じ
る。

なお、市町村長は、指定居宅介護支
援事業所の従業者である介護支援専門
員に対し出頭を求めることができるな
ど、現行規定においても指導を行うこ
とができる。

○ 現行制度においても、登録地の都道
府県知事に加え、業務地の都道府県知
事も重畳的に介護支援専門員への監督
権限を有している（介護保険法第69条
の38）。

このため、登録地の都道府県知事に
加え、業務地の指定都市・中核市長に
重畳的に介護支援専門員への監督権限
を付与（※）することとした場合、介
護支援専門員への指導監督を指定居宅
介護支援事業所に係る指導監督と一体
的に行うことが可能になり、これによ
り、具体的な支障が生ずることはない
のではないか

※ 指定都市・中核市が登録地内
にある場合は、当該指定都市・
中核市長に対する当該権限の付
与、指定都市・中核市が登録地
外の業務地にある場合、当該業
務地の都道府県知事が有する当
該権限の当該指定都市・中核市
長への移譲

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

19

徳島県、滋賀
県、兵庫県、
和歌山県、鳥
取県、香川県
愛媛県、高知
県
(厚生労働省)

訪問看護ステーション
の開業要件の緩和
（指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及
び運営に関する基準）
【省令改正】

過疎地域においては、訪問看護ス
テーションの開業要件である看護師
等の配置基準（2.5人）を緩和する。

○ 離島等の地域においては、市町村が
必要と認める場合、通常の人員基準を
満たさない場合であっても訪問看護の
提供が可能となっており、ご要望の過
疎地域では人員基準を緩和することは
既に可能である。

○ 離島等以外の地域においても、例え
ば、本体事業所に常勤換算で1.5人を
配置していれば、サテライトでは常勤
換算で１人を配置することで訪問看護
の提供が可能となっている。

○ 訪問看護は基本的に24時間対応可能
な体制を整備する必要があり、人員基
準を緩和した場合、このような対応が
困難であるため、人員基準の緩和は適
切ではない。

○ 訪問看護ステーションのサテライト
の設置について、都道府県をまたぐ場
合も差し支えないなど柔軟な運用を認
めているとのことであるが、このよう
に柔軟に活用できることを、地方公共
団体に通知等で周知すべきではないか。

○ サテライトの設置が認められるのは、
現在は同一法人内に限られているが、
異なる法人が設置した事業所（常勤換
算で１人の場合など）であっても、協
定の届出等によって運営の一体性が確
認できる場合には、サテライトと同様
の取扱いとすることができるよう、検
討すべきではないか。

○ 介護保険法42条１項３号に基づき特
例居宅介護サービス費の支給対象とな
る対象地域（厚生労働大臣が定める特
例居宅介護サービス費等の支給に係る
離島その他の地域の基準（平成11年厚
生省告示第99号）第６号の規定に基づ
き厚生労働大臣が定める地域）は、具
体的にはどのような基準・手続で定め
られているのか。

また、地方公共団体の意見を踏まえ
て、対象地域について柔軟に拡大等を
すべきではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

20
埼玉県
(厚生労働省)

保健所長の資格要件に
係る特例期間の延長
（地域保健法）
【政令改正】

保健所長の資格要件に関して、
医師以外の者が保健所長になれる
特例期間（最大４年）を最大10年
まで延長する。

○ 昨今の危機管理案件の状況を踏ま
えると、保健所の業務の質と機能を
高く保つためにも保健所長が医師で
ある必要性が依然として高いことか
ら、保健所長の医師資格要件の例外
規定について更なる規制緩和は行う
べきでない。

○ 以下のような視点で、医師以外の職員を
保健所長に充てることができる特例期間を
延長するなど、医師と同等以上の医学的な
知見があると認められた者については、特
例を安定的に活用することができるように
すべきではないか。
・ 平成16年に特例が設けられて以降10年
余りが経過し、公衆衛生医師の確保はま
すます困難になっているのではないか。
貴省が主張する医師数の増加、医学部の
定員増だけで、直ちに公衆衛生医師の増
加を見込めないのではないか。増加が見
込まれるのであれば、具体的なデータを
示されたい。

・ 486ある保健所のうち55の保健所にお
いて、保健所長の兼務が継続しているの
は、行政の在り方として危機的である。
保健所の業務の質と機能を高く保つため
に所長を医師とすべきという考え方が、
保健所長の兼務状況の拡大を招き、むし
ろ保健所の体制強化を妨げているのでは
ないか。

・ 特例が設けられて以降10年余りの間に、
兼務が多数ある中で特例の活用実績が２
件のみであるということは、特例が活用
しづらい制度であり、何らかの見直しが
必要ではないか。

○ 特例の適用に関する通知によれば、任命
権者が同一か否かにかかわらず、保健所を
変えれば、当該医師でない者は４年を超え
て保健所長に就くことができると解される。
そもそも保健所を変えれば４年を超えて特
例を継続できるという運用を認めているの
であれば、それに合わせて政令の規定を改
めるべきではないか。

○ 仮に、特例期間の延長が困難であっても、
公衆衛生医師の確保について、何らかの抜
本的な対応を検討し、地方公共団体に示す
べき時期に来ているのではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

21

兵庫県、和歌
山県、鳥取県、
徳島県、関西
広域連合
(環境省)

水質汚濁物質の総量削
減計画に係る国の協
議・同意の一部廃止
（水質汚濁防止法）
【法律改正】

都道府県が水質汚濁物質の総量削
減計画を策定する際には、環境大臣
への同意付き協議が必要であるが、
総量削減計画における削減目標量に
変更がない場合は、同意付き協議を
不要とする。

○ 「地方分権改革推進計画」（平成21
年12月15日閣議決定）において、「削
減目標量」、「達成の方途」、「その
他必要な事項」、いずれについても同
意協議は存置する整理となっている。
これは、国の補助金等を受けて地方

自治体が行う事業が、国の施策と整合
し、かつ、極力効果的・効率的なもの
である旨の確認が必要不可欠だからで
ある。
「削減目標量」に変更がなかったと

しても、国の施策等との整合を図る必
要があることに何ら変わりはないこと
から、環境大臣への同意協議の規定は
存置することとしたい。

○ 第１次ヒアリングにおいて、「総量
削減計画を策定する際の環境大臣への
同意付き協議は、削減目標量の変更の
有無に関わらず、全ての事項について、
同意を要しない協議へ変更を検討した
い」との見解が表明された。環境省関
連の類似の計画において同意付き協議
が存置されている例もないことから、
速やかに、同意を要しない協議へ変更
する方向で検討を進めていただきたい。

22
東京都
(内閣府、国土
交通省)

災害時の臨港道路にお
ける放置車両対策の充
実・強化
（災害対策基本法）
【法律改正】

大規模災害発生時の緊急交通路確
保のため、臨港道路の管理者（港湾
管理者）に対して、放置車両等の移
動等に関する権限を付与する。
※ 平成26年11月に成立した改正
災害対策基本法により、道路法
に規定する道路管理者等は既に
同様の権限を有している。

○ 大規模災害時の具体的な支障や現行
法制度での対応の可否も踏まえ、災害
対策基本法の改正も視野に入れて検討
する。

○ 「首都直下地震緊急対策推進基本計
画」（平成27年３月31日閣議決定）等
の各種計画における臨港道路の位置付
けを踏まえ、港湾管理者による放置車
両対策の根拠を災害対策基本法に位置
づけることで、臨海部における発災後
の迅速な道路啓開、並びに、警察、自
衛隊及び消防との適切な役割分担の下
での災害救助活動が可能となるのでは
ないか。

○ 上記とは別に、農道や林道、漁港道
路についても同様に、それらの管理者
による放置車両対策の根拠の災害対策
基本法での位置づけを検討すべきでは
ないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

23

島根県、中国
地方知事会、
京都府、関西
広域連合、滋
賀県、大阪府、
兵庫県、和歌
山県、鳥取県、
徳島県
(厚生労働省)

施設入所児童等に係る
予防接種の保護者同意
要件の緩和
（予防接種法）
【省令改正】

法定予防接種における保護者同意
要件について、施設入所児童等で
あって保護者と連絡が取れない者に
ついては、施設長等の同意により予
防接種を可能とする。

○ 保護者が行方不明等により連絡が取
れない場合に、施設長等の同意で予防
接種を受けさせることは現行制度上可
能である。

○ 保護者の行方を把握しているが連絡
が取れない場合に、施設長等の同意で
予防接種を可能とすることにつき、児
童福祉行政を担っている関係者の意見
に配慮しつつ、法制面での対応を含め
検討する。

○ 施設長等の同意により予防接種を行
うことが現行制度上対応可能である場
合（保護者が行方不明により連絡が取
れない等）については、その旨を通知
等により速やかに明確化すべきではな
いか。

○ 施設長等の同意により予防接種を行
うことが現行制度上不可能である場合
（保護者の行方は分かるものの連絡が
取れない、保護者に連絡は取れるが予
防接種を拒否している等）については、
親権者が施設長等の安定した監護措置
を不当に妨げてはならないとされた平
成23年児童福祉法改正の趣旨を踏まえ、
どのような場合に保護者同意要件を緩
和できるか、省令改正を含めてルール
を明確化すべきではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

③ 住民サービスの向上や適切な実施に直結するもので、部会での法的な視点からの専門
的な調査・審議に馴染むもの
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

24

九州地方知事
会、鳥取県、
京都府、大阪
府、兵庫県、
和歌山県、徳
島県
(農林水産省)

漁業関連事務の簡素化
等（ア．漁業関連融資
手続の見直し、イ．内
水面漁業調整規則の改
正時の国認可の廃止、
ウ．漁業における出漁
時の届出等手続の簡素
化）
（漁業法等）
【法律改正等】

ア：漁業近代化資金融通法で規定す
る融資限度額を超える場合の国
の承認について、廃止又は届出
とする。

イ：一県内で完結する河川等におけ
る内水面漁業調整規則を改正す
る際の農林水産大臣の認可につ
いて、廃止又は届出とする。

ウ：届出漁業について、漁業者の提
出する出漁時の届出等に係る書
類を簡素化する。

【アについて】
○ 農林水産大臣の承認の廃止等につい
ては、全国的な公平性が確保されない
おそれ等があることから、適切ではな
い。

○ 承認手続の迅速化及び事務負担の軽
減に向け、必要な対策を検討。

【イについて】
○ ①特定の地域の資源であっても、乱
獲に陥る状況を回避する措置、②地域
ごとに行う規制の方法が不平等になら
ない措置、③同様の規制に違反した場
合の罰則の重さに相違が生じない措置、
を担保するため、認可を廃止すること
はできない。

【ウについて】
○ 現在の届出内容の実質的内容が担保
されるよう留意しつつ、提出書類の簡
素化（一覧表化）や添付書類（漁船原
簿謄本）の省略を可能とする方向で検
討。

＜ア 漁業関連融資手続きの見直し＞
○ 利子補給に係る財源が一般財源化さ
れた中で、なお国が承認手続きを必要
とする理由はないのではないか。

○ 地域により魚種、漁法が多様であり、
全国一律の基準に基づく承認にかから
しめる必要はないのではないか。

○ 公平な制度運用の観点で懸念がある
のであれば、都道府県が利子補給の妥
当性を判断するに当たり、審査基準を
明確化すれば良いのではないか。

＜イ 内水面漁業調整規則の改正時の国
認可の廃止＞
○ 一県内で完結する内水面漁業調整規
則については、基準を明確化すること
により都道府県知事に判断をゆだねる
べきではないか。問題が生じれば、事
後的に地方自治法に基づく是正の指示
を行えば足りるのではないか。

○ 認可を廃止した場合に、水産資源の
保護培養や水面の総合的な利用を図る
ことができなくなるというのであれば、
具体的な支障や科学的論拠等を明確に
すべきではないか。

＜ウ 漁業における出漁時の届出等手続
きの簡素化＞
○ 漁獲成績報告書について、条約上、
国際機関に対し、どのような情報を報
告する必要があるのか。条約の求める
内容よりも過度に重い負担を関係者に
求める制度となっていないか。現行の
報告内容で簡素化できる事項がないの
か。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

25

千葉市、京都
市、豊田市
(厚生労働省
等)

生活保護事務に関する
規制緩和
（生活保護法等）
【法律改正等】

ア 被保護者が生活を送る上で必要
不可欠な電気・ガス・水道の料金
を、生活保護の実施機関が被保護
者に代わって納付できるようにす
るなど、生活保護の適切な実施を
図ることができるようにする

ア 電気、ガス、水道代については、自
治体において金銭管理支援を自立支援
プログラムの中に位置付けて実施する
こと等により、代理納付の対象としな
くても、ご提案の趣旨は現行制度にお
いて実現可能である。

ア
◯ 電気、水道及びガスは、住宅と同様
に生活に不可欠なものであるため、政
令改正により、所定の要件を明示し、
当該要件に該当する場合には、代理納
付を可能とするべきではないか。でき
ないのであれば、理由を明確に示して
いただきたい。

その際、事業者が自治体に受給者の
料金情報を提供することについて、個
人情報保護法との関係で懸念があるの
であれば、専門家の助言を受けつつ、
整理すべきではないか。

◯ 自立支援プログラムに金銭管理支援
を位置付けることで、代理納付と同様
の趣旨を実現している自治体もあると
のことだが、「平成17年度における自
立支援プログラムの基本方針につい
て」及び「自立支援プログラム導入の
ための手引（案）について」では、そ
の趣旨が明確になっているとは言えな
いため、それを明示するとともに、自
立支援プログラムに金銭管理支援を位
置付けることで、どのようなことがで
きるのか、全国の自治体に対して具体
的に通知等で示すべきではないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

25

千葉市、京都
市、豊田市
(厚生労働省
等)

生活保護事務に関する
規制緩和
（生活保護法等）
【法律改正等】

イ 実施機関の調査に対する回答義
務について、不正受給事案の早期
発見や生活保護制度のより適正な
運営を可能とするため、金融機関
や就労先等の民間事業者にも拡大
する。

ウ 生活保護法に基づく費用返還請
求権及び費用徴収権を、破産法に
おいて非免責債権として明記する
か、若しくは偏頗行為の否認の例
外として明記する。

イ 生活保護の決定に当たり行う生活保
護法第29条に基づく調査について、回
答を義務付けることは、金融機関等の
負担の増加に直結するため関係機関の
理解を得ることは困難と考えられ、ま
た、税法を除き他の法令に類例がない
ため、改正を行うことは困難である。

ウ（厚生労働省）
まずは破産法上の観点からご検討い

ただきたい。
（法務省）

生活保護法に基づく費用返還請求権
等が、受給者間での平等などを実現す
るために他の債権に比して優先的に取
り扱われるべきであるというのであれ
ば、生活保護法上、実体法上の優先性
を付与して，国税徴収法の例による請
求権などとすることを検討すべきであ
る。

イ
◯ 保護費を適正に給付し、不正受給を
防止することは生活保護制度の信頼の
確保に不可欠であるため、不正受給の
おそれがあると認められる場合等、要
件を明示して、要保護者等の就労先等
となっている民間事業者に対して回答
を義務付けることはできないか。でき
ないのであれば、理由を明確に示して
いただきたい。

◯ 税務調査によって収入額の確認がで
きるとのことだが、税金の申告は年に
１度であるため、生活保護の要否判定
において直近３か月程度の収入額を確
認する場合、不正受給のおそれがあり
直近の収入額を確認する必要がある場
合には、税務調査では対応できないの
ではないか。

◯ 要保護者等の収入等に関する調査協
力について、金融機関以外の就労先等
に対しては、特段の要請を行っていな
いとのことであるが、何らかの形で要
請を行うべきではないか。

ウ
○ 生活保護法第78条に基づく費用徴収
権の破産法上における取扱いについて
は地方自治体に周知するとのことだが、
具体的な周知方法、スケジュールにつ
いてはどのようにお考えか。

○ 生活保護法第63条に基づく費用返還
請求権について、同法第78条と同様の
法制上の措置が可能かどうかを御検討
いただけるとのことだが、その後の検
討状況はいかがか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

26

京都府、滋賀
県、兵庫県、
和歌山県、鳥
取県、徳島県、
関西広域連合
(国土交通省)

公営住宅の一部入居者
（生活保護受給者又は
一定の認知症患者）に
対する収入申告の義務
付けの緩和
（公営住宅法）
【法律改正】

家賃算定のために公営住宅の入居
者に義務付けられている毎年の収入
申告について、申告を怠ると近傍同
種の住宅の家賃に引き上げられ退去
に至る事例も生じているため、適切
な申告が行われないおそれがある一
部入居者（生活保護受給者又は一定
の認知症患者）に限り、地方公共団
体が職権で収入認定又は代理申告で
きることとする。

○ 職権認定を認める場合の要件及び代
理申告を認める主体の範囲等を検討す
るため、都道府県・市町村における運
用状況等の調査を行い、その結果等を
踏まえ、今後検討していく。

○ 職権認定又は代理申告を導入する制
度改正に関する都道府県・市町村の運
用状況・実態調査等を踏まえた検討状
況について、中間報告を示していただ
くとともに、今後の検討スケジュール
についても具体的に示していただきた
い。

○ マイナンバー制度の導入により、事
業主体においてマイナンバーを利用し
て収入状況を容易に把握できるように
なることから、生活保護受給者や認知
症患者に限定することなく、入居者全
体について、毎年度の収入申告を不要
とすることはできないのか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

27
富山県
(経済産業省)

高圧ガス保安法等にお
ける申請等の手続の適
正化
（高圧ガス保安法、液
化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に
関する法律）
【法律改正】

ア 高圧ガス保安法の製造所と貯蔵
所のいずれにも該当する施設につ
いて、施設の規模が一定以下の場
合、製造と貯蔵で同一の届出を二
重に行わなければならないため、
製造所の届出のみで足りることと
する。

ア 高圧ガスを貯蔵していること自体が
リスクであることから、帳簿の記載・
保存を貯蔵所に求めるとともに、都道
府県は、当該貯蔵所の適切な管理をし
ていくことが必要である。このため、
求める技術基準が製造者と同じである
ことをもって貯蔵所の届出を不要とす
ることはできないが、重複する添付書
類については、事務処理を軽減する方
向で検討したい。

＜ア コールド・エバポレータ＞
○ 「高圧ガスを貯蔵していること自体
がリスクであることから、帳簿の記
載・保存を貯蔵所に求めるとともに」
との指摘について、提案団体の提案に
あるように、「帳簿の記載・保存義務
を第二種製造者に課」せば、当該懸念
は解消されると思われるため、みなし
規定化をすべきではないか。

○ 第１次ヒアリングにおいて、「第一
種製造者については、製造に係る手続
の際に貯蔵についても併せて確認して
いるが、第二種製造者については、製
造の届出においては貯蔵について確認
していない」との御説明があったが、
後者において貯蔵の届出手続が別途存
在していることに起因しているので、
製造と貯蔵の基準が同一の提案の規模
のコールド・エバポレータについては、
みなし規定化をして、第一種製造者と
同様に、製造に係る手続の際に貯蔵に
ついても併せて確認することとすべき
ではないか。

○ 第１次ヒアリングにおいて、「提案
は、余りにも限定的な部分についての
措置を求めるものであり、法改正は難
しい」との御説明があったが、例えば
提案団体である富山県では、平成15年
度以降に設置されたコールド・エバポ
レータのうち、提案の規模のものは約
７割を占めており（85中60基程度）、
「限定的すぎる」という主張は当たら
ないと思われることから、第二種製造
者の届出をもって第二種貯蔵所の届出
とみなす制度化を進めるべきではない
か。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

27
富山県
(経済産業省)

高圧ガス保安法等にお
ける申請等の手続の適
正化
（高圧ガス保安法、液
化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に
関する法律）
【法律改正】

イ 液化石油ガスの輸送充填装置に
ついて、高圧ガス保安法と液化石
油ガス法で同一の許可基準による
二重の規制を受けているため、液
化石油ガス法の許可のみで足りる
こととする。

イ 高圧法に基づく許可の要件は、液石
法の要件と同等ではなく、「液石法の
許可を受ければ、高圧法の許可を受け
たものとみなす」ことはできないが、
重複する添付書類については、事務処
理を軽減する方向で検討したい。

＜イ 新型バルクローリ＞
○ 第１次ヒアリングにおいて、「高圧
ガス保安法の許可については、液化石
油ガス法の許可よりもハード面につい
てチェック項目が多く、ソフト面の許
可も必置となっているため、後者の許
可を受けることで前者の許可を受けた
こととみなすことは難しい」との御説
明があったが、第一次ヒアリングで指
摘したとおり、逆に、民生用・工業用
両方の許可を同時に受ける場合には、
高圧ガス保安法の許可を受けることに
より、液化石油ガス法の許可を受けた
ものとみなすことは法制的に可能なの
かも併せて御回答いただきたい。

○ 第１次ヒアリングにおいて、「添付
書類について液化石油ガス法でつけれ
ば高圧ガス保安法の場合には不要とす
るような事務処理を軽減するような方
向で検討する」との御説明があったが、
手数料が２重にかかることや２本申請
が出てくることにより地方公共団体が
２回審査しなければならない問題は解
消されない。

現在、経済産業省の審議会において
検討を進めている「規制のスマート
化」「規制間の整合化」という観点か
らも、液化石油ガス法と高圧ガス保安
法の許可手続を整理・合理化すべきで
はないか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

28

郡山市、太子
町、田川市、
岐阜市
(経済産業省)

計量法に規定する検査
期間の延長
（計量法施行令、基準
器検査規則）
【政令改正、規則改
正】

ア 都道府県等の実施する特定計量
器（質量計）の定期検査について、
計量器の信頼性の向上を踏まえ、
検査期間を延長する。【政令改
正】

イ 都道府県等の計量業務の基準と
なる分銅（特級基準分銅）につい
て、使用頻度が少なく誤差が生じ
る可能性が低いことから、検査期
間を延長する。【規則改正】

ア 非自動はかりの場合、計量性能が経
年劣化し、その劣化は使用状況・条件
によっても異なるため、定期的に計量
誤差を確認する必要があり、２年に一
度の定期検査を実施している。
国際的な類似の制度でも周期は１～２
年程度となっている。

イ 特級基準分銅は、１級基準分銅より
も公差が1/3以内と高い精度が求めら
れるため、同じ有効期間（５年）とす
ることは適切ではない。
なお、特級基準分銅は特例市において
保有する義務はなく、県も含めた周辺
自治体による検査の協力体制を検討す
ることも一案。

＜ア 特定計量器（質量計）＞
○ 定期検査期間については国際基準に
定めが無いものと認識しており、海外
においても、定期検査自体を行ってい
ない国もあるなど、２年の定期検査期
間は必ずしも国際標準とまでは言えず、
検査期間を延長しても問題ないのでは
ないか。

＜イ 特級基準分銅＞
○ 国際基準に適合する精度を担保でき
る検査体制を確保する視点から、国際
比較を踏まえつつも、自治体の負担が
過度のものとならないよう、合理的な
期間設定をしていただきたい。
（提案団体においては、産業技術総合
研究所関西センターの廃止により、検
査のための輸送に係るコストやリスク
が増大していることに留意すべき。）

○ 第１次回答において、「提案市にお
いて特級基準分銅については、すべて
の特定市において必ずしも保有しなけ
ればないものではない」との指摘が
あったが、質量標準管理マニュアルを
作成して１級実用基準分銅の自主検査
を行うためには、上位の特級基準分銅
を保有する必要がある。
特定市町村には基準器検査の権限が無
いため、特級基準分銅に誤差が生じて
も、その影響は当該市が保有する実用
基準分銅への影響等と限定的であり、
都道府県の場合と比べて、その影響が
小さい。

また、平成５年以前の非自動はかり
の定期検査で、市部と郡部で使用頻度
が異なることを理由に検査期間を１年
と３年に分けており、使用状況に応じ
て検査期間を分けていた例もある。
輸送による損傷等のリスクも考慮して、
特定市町村の有する特級基準分銅につ
いては検査期間を延長するべきではな
いか。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点
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提案主体
（関係府省） 提案名 提案の概要 関係府省からの回答の概要

提案募集検討専門部会からの

主な再検討の視点

29
豊田市、松山
市
(国土交通省)

公営住宅の明渡請求の
対象となる高額所得者
の収入基準の条例化
（公営住宅法）
【法律改正】

公営住宅の明渡請求の対象となる
高額所得者の収入基準について、地
方公共団体が条例で定められるよう
にする。

○ 「高額所得者」は、法定明渡請求と
いう極めて強い公権力の行使の対象と
なる者であることから、地域差があっ
てはならず、その基準は国として全国
一律に定めるべきものである。

○ 仮に高額所得者に対して明渡請求を
行う場合においては、高額所得者の居
住移転の自由を確保する観点から、移
転先を事業主体が制約する結果となら
ないよう、高額所得者の自由意思でほ
ぼ全国どこにでも新たな居住先を求め
るのに困難のない基準としている。

○ 以上から、高額所得者要件を事業主
体が条例で定めることができることと
する改正を行うことは困難である。

＜全国一律に基準を定める必要性＞
○ 高額所得者の収入基準については、
地域により住宅の供給状況や家賃相場
は異なっており、全国一律に「ほぼ全
国どこでも」持ち家を購入できる所得
水準とする必要はないのではないか。

全国一律の基準とすべき合理性があるの
であれば、全国各地の住宅供給状況や
家賃相場等のデータを踏まえて、お示
しいただきたい。

○ 保護の必要性が相対的に低い高額所
得者の全国への転居まで保障する反射
的な効果として、入居を必要とする住
宅困窮者の入居を妨げることとなり、
公営住宅の本来の目的に反するのでは
ないか。

＜条例委任について＞
○ 貴省実施のアンケートでも、条例委
任を受けて基準の引下げを行うニーズ
が明らかとなっており、条例委任を行
うべきではないか。

○ 条例委任する場合、国の基準は維持
したうえで、特例を設ける必要のある
団体のみ条例で定めることができるよ
うな制度設計も考えられるのではない
か。

重点事項に係る関係府省からの第１次回答及び主な再検討の視点

④ 昨年度、専門部会で重点事項として審議した事項のうち、昨年の対応方針で27年度の検
討事項とされているもの、及び本年の提案で内容が充実され、議論を深める必要がある
もの
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重点事項（平成２６年案件）の主な再検討の視点等

30．複数の都道府県にまたがる事業協同組合の認可権限の都道府県への移譲
（中小企業等協同組合法等）【政令改正等】

＜主な再検討の視点＞

○ 事務・権限の移譲に当たっては、旧厚生局の権限を移譲した際を参考にしつつ検討すべきではないか。

31．市町村策定の創業支援事業計画認定の権限等に係る移譲（産業競争力強化法）【法律改正等】

＜主な再検討の視点＞

○ 創業・第２種創業促進補助金（創業補助金）について、第１次ヒアリングにおいて、「閣議決定に記載していた各都道府県の地域審査会を、廃止して
全国の窓口が一本化したことについて、対外的な説明責任があるのではないか」という指摘に対して、「御指摘のとおり」という回答があったが、創業
促進補助金の窓口を一本化した経緯等について、明確に御説明いただきたい。

○ 創業補助金について、第１次ヒアリングにおいて「地方事務局を置けるかどうかというのはこの場ですぐには申し上げられないが、都道府県の関与
の連携を強める方向で運用改善を考えていきたい」、「地方事務局と類似の機能を次の制度でビルトインするのであれば、都道府県に説明、相談す
る」等の御説明があったが、概算要求の期限（８月末）を迎えた現時点での検討状況をお示しいただきたい。

○ 創業補助金について、第１次ヒアリングで指摘したとおり、数千件の創業支援補助金の審査を国が一括してやらなければいけないということに元々
無理があると思われるので、国は採択基準を定める程度の役割に特化し、事務・権限を都道府県に移譲するべきではないか。

○ 創業補助金について、第１次ヒアリングで指摘したとおり、今後の創業補助金の予算編成過程においては、同補助金と密接に関連する創業支援事
業計画の制度運用状況を可能な限り検証し、地方分権、地方自治の観点からその結果を反映していただきたい。

○ 創業支援事業計画認定権限の都道府県への移譲について、第１次ヒアリングにおいて、「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成
27年１月30日閣議決定）における「現在の制度枠組みを含めた検証」を、「産業競争力強化法施行２年となる来年１月から３月で行いたい」という御説
明があったが、当該検証はどのように行う予定か、御教示いただきたい。

（１）提案募集検討専門部会でヒアリングを実施した案件
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重点事項（平成２６年案件）の主な再検討の視点等

32．電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく再生可能エ
ネルギー発電の認定権限等の都道府県への移譲
（電気事業者再生可能エネルギー電気調達特別措置法）【法律改正】

＜主な再検討の視点＞

○ 第１次ヒアリングにおいて、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（FIT法）について、「秋頃に見直しの場を立ち上
げて、来年の国会を視野に制度改正をまとめていきたい」との御説明があった。一方で、「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成27
年１月30日閣議決定）では、認定等の事務・権限については、「検討を行い、平成27年中に結論を得る」としているため、当該事務・権限の移譲につい
て、可能な限り検討のスケジュールを明確にしていただきたい。

○ 本提案は、再生可能エネルギー発電施設の立地に際して、FIT法等において地元自治体との連携、調整等に係る規定がなく、立地規制との関係で
自治体とトラブルが発生していることに起因している。

また、地方自治体への個人情報の提供が難しいことについて、第１次ヒアリングにおいて、FIT法に地方自治体の位置付けがないことが要因になって
いるという御説明もあった。

以上のことも踏まえ、FIT法の改正に当たっては、法制度上、地方自治体を権限・責任の主体として明確に位置付ける制度となるよう、検討していた
だきたい。

38．開発許可の技術的細目に係る条例の自由度の拡大（都市計画法）【政令改正】

＜主な再検討の視点＞

○ 提案団体等の意向も確認しつつ、地域の実情を踏まえた小規模開発の抑制や公園の適正な確保等が行えるよう、下限面積の引上げに加え、引下
げについても条例で定めることができるようにすることについて、事業者の財産権の制約といった観点も留意しつつ検討すべきではないか。

39．都市計画の軽易な変更の見直し（都市計画法）【省令改正】

＜主な再検討の視点＞

○ 都道府県のみならず、市町村の意見も配慮しながら、軽易な変更として取り扱う事項の拡大を検討すべきではないか。
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重点事項（平成２６年案件）の主な再検討の視点等

40．町村の都市計画に係る都道府県同意の廃止（都市計画法）【法律改正】
＜主な再検討の視点＞

〇 市町村全体の行政体制に対する合併の影響を見る必要があるとされた経緯に照らすならば、平成21年度時点と現在とを限定的に比較する（※）の
ではなく、合併が多数行われる前の時期との前後で行政体制がどうなったかを検証するのが適切ではないか。
※第24回提案募集検討専門部会 資料４（各省提出資料）40ページ参照

○ 現行制度上も市の人口規模にきわめて大きな幅がある。市全体の平均値と町村の平均値と比較する方法よりも、人口規模が町村に比較的近い市
と比較した上で検討する方法に合理性があるのではないか。

○ 国土交通省が実施した調査結果を提供いただき、市における状況も参考にしつつ、町村と市の都市計画における実態について再度検証すべきで
はないか。

（２）ヒアリングを実施していない案件（資料３参照）

33．都道府県による保安林の解除に係る国の同意協議の廃止（森林法）【法律改正】

34．臨床研修病院における研修医の募集定員に係る見直し（医師法）【通知改正】

35．一部に国県道を含んで都市計画決定された市町村道に係る変更権限の市町村への移譲

（都市計画法）【運用改善】

36．公営住宅法上の寡婦（夫）控除の対象に係る規制緩和（公営住宅法）【政令改正】

37．都市公園の占用期間の条例委任（都市公園法）【政令改正】
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